
 

＜報道発表資料＞ 

 

令和７年１２月１５日 

京都市建設局自転車政策推進室 

 

「京都市自転車政策審議会」の市民公募委員の募集 

 

 京都市では、自転車安全教育やルール・マナー啓発、走行環境整備、駐輪環境の更なる向

上、自転車の利活用の推進など多岐にわたる自転車政策について御審議いただくため、学識

経験者や関係機関、事業者、民間団体等で構成する「京都市自転車政策審議会（以下「審議

会」という。）」を設置しています。 

 委員の任期満了に伴う改選に当たり、審議会に市民公募委員として参加していただける

方を募集します。 

 

１ 募集人数 

  １名 

 

２ 任期 

  令和８年３月１日～令和１０年２月２９日（２年間） 

 

３ 委員の仕事 

  年２回程度、会議（原則、平日の日中）に出席していただき、本市の自転車政策について議論していただ

きます。 

 

４ 応募資格 

  応募日現在、次の条件を全て満たしている方とします。 

⑴ 市内にお住まい又は通勤・通学されている、年齢１８歳以上の方（外国人の方は、日本語を理解できる 

方とします。） 

⑵ 国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員でない方 

⑶ 本市の他の審議会に２つ以上、市民公募委員として在籍していない方 

⑷ 年２回程度開催される会議（平日の日中）に出席できる方 

 

５ 応募方法 

  市役所案内所、区役所・支所、市立図書館等で配布する応募用紙（※）に必要事項、小論文を記入のうえ、 

持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールで御応募ください。 



 

  小論文のテーマは「安心・安全な自転車利用について考えること」(４００字程度)です。 

※ 応募用紙は、京都市情報館（京都市ホームページ）からもダウンロードできます。 

  （https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_bosyu/kensetu/0000348370.html）  

 

６ 募集期間 

  令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月８日（木） ※必着 

 

７ 選考方法 

  応募用紙を基に審査を行い、選考結果は１月下旬に応募者全員にお知らせします。 

 

８ 報酬 

  会議の出席ごとに、委員報酬として日額１０，０００円（税込）をお支払いします。 

 

９ お問合せ・応募先 

  〒６０４－８５７１（住所は記載不要です。） 

  京都市 建設局 自転車政策推進室 

ＴＥＬ ０７５－２２２－３５６５ 

ＦＡＸ ０７５－２１３－００１７ 

電子メール jitenshaseisaku@city.kyoto.lg.jp 

 

 

 

【参考】京都市自転車政策審議会の概要 

 １  設置年月日： 平成２７年１２月２２日 

 ２  設置目的： 自転車安全教育やルール・マナー啓発、走行環境整備、駐輪環境の更 

なる向上、自転車の利活用の推進など、多岐にわたる自転車政策に関す 

る事項について、調査・審議を行うことを目的として設置している。 

 ３ 委員の定数： ２０人以内 

 ４ 委員の任期： ２年  


